
 

一般財団法人ふくしま建築住宅センター 

確 認 検 査 手 数 料 規 程 

 

（趣旨） 

第１条  この規程は、一般財団法人ふくしま建築住宅センター建築確認検査業務規程（以

下「業務規程」という。）に基づき、一般財団法人ふくしま建築住宅センター（以下

「センター」という。）が実施する確認検査の手数料について、必要な事項を定める。

     

 

（建築物等に関する確認の手数料） 

第２条  業務規程第６条に規定する建築物等に関する確認の手数料は、確認申請１件に

つき、当該申請に係る建築物等の建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次の表に定

める額の手数料とする。 

   ただし、特例とは法第６条の３に規定する建築物の建築に関する確認の特例をいう。

（以下、第４条及び第５条において同じ） 

 

 床  面  積  の  合  計   金  額  

 ３０平方メートル以内のもの 特例有     ７ ,０００円

特例無    １５ ,０００円

 ３０平方メートルを超え、１００平方メートル以内のもの 

 

特例有    １２ ,０００円

特例無     １９ ,０００円

 １００平方メートルを超え、２００平方メートル以内のもの  特例有     １８ ,０００円

特例無    ２４,０００円

２００平方メートルを超え、５００平方メートル以内のもの  ３８ ,０００円

５００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以内のもの  ６８ ,０００円

 １，０００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以内のもの  ９６,０００円

 ２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以内のもの  ２８０ ,０００円

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以内のもの ４８０ ,０００円

５０，０００平方メートルを超えるもの ９２０ ,０００円

 

２  前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る面積について算定する。 

（１） 建築物等を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。）は、当

該建築に係る部分の床面積 

（２） 確認を受けた建築物等の計画の変更をして建築物等を建築する場合（移転する場

合を除く。）は、当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１（床面積の増加する

部分にあっては、当該増加する部分の床面積。） 

（３） 建築物等を移転又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替、用途変更をする場合 

 



（次号に掲げる場合を除く。）は、当該移転又は修繕若しくは模様替、用途変更に係

る部分の床面積の２分の１ 

（４） 確認を受けた建築物等の計画の変更をして建築物等を移転し、又はその大規模の

修繕若しくは大規模の模様替、用途変更をする場合は、当該計画の変更に係る部分の

床面積の２分の１ 

 

３  第１項に規定する確認申請に係る計画に、法第８７条の２の昇降機に係る部分が含

まれる場合においては、同項の手数料に当該昇降機１基につき、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を加える。 

 

（１） 昇降機を設置する場合（次号に掲げる場合を除く。）                 

 １８，０００円 

（２） 確認を受けた昇降機に係る計画の変更をして昇降機を設置する場合         

                  １０，０００円  

 

４  法第２０条各号による構造計算適合性判定を求める場合の手数料については第１項

及び第２項に規定する確認申請に係る計画の手数料に別表に定める額の手数料を加え

る。 

 

５  第１項に規定する確認申請に係る計画が、次の各号に該当する場合は、当該各号に

定める額の手数料を加算する。 

（１） 省令第１条の３の構造計算の添付を要する建築物 

延べ面積500㎡以内  ：１の建築物につき１５，０００円 

延べ面積500㎡超える ：１の建築物につき２０，０００円 

（２） 省令第１０条の１６の天空率を用いた場合 

１の建築物につき１０，０００円 

（３） 省令第１条の３の耐火性能検証法により検証した際の計算書を用い 

た場合 

 １の建築物につき２０，０００円 

（４） 省令第１条の３の階避難安全検証法により検証した際の計算書を用いた場合 

 １の建築物につき２０，０００円 

（５） 省令第１条の３の全館避難安全検証法により検証した際の計算書を用いた場合 

 １の建築物につき２０，０００円 

 

（建築設備及び工作物に関する確認の手数料） 

第３条  業務規程第６条に規定する法第８７条の２において準用する法第６条の２第１

項の規定に基づく建築設備に関する確認の手数料の額は、確認申請１件につき、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料とする。 

（１） 建築設備を設置する場合（次号に掲げる場合を除く。）    

               １８,０００円 

 

 



（２） 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合             

１０,０００円 

２  業務規程第６条に規定する法第８８条第１項又は第２項において準用する法第６条

の２第１項の規定に基づく工作物に関する確認の手数料の額は、確認申請１件につき、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料とする。 

（１） 工作物を築造する場合（次号に掲げる場合を除く。）               

１６,０００円 

（２） 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合               

  ８,０００円 

 

（建築物等に関する中間検査の手数料） 

第４条  業務規程第１９条の規定による中間検査の手数料は、申請１件につき、当該申

請に係る建築物等の建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次の表に定める額の手数

料とする。 

 

 床 面 積 の 合 計  金  額 

１００平方メートル以内のもの 特例有     １４,０００円

特例無    ２１,０００円

１００平方メートルを超え､２００平方メートル以内のもの 特例有    ２０,０００円

特例無    ２５,０００円

２００平方メートルを超え､５００平方メートル以内のもの ４０,０００円

５００平方メートルを超え､１，０００平方メートル以内のもの ６６,０００円

１，０００平方メートルを超え､２，０００平方メートル以内のもの  ９０,０００円

２，０００平方メートルを超え､１０，０００平方メートル以内のもの ２００，０００円

１０，０００平方メートルを超え､５０，０００平方メートル以内のもの ３２０，０００円

５０，０００平方メートルを超えるもの ６６０，０００円

 

２ 前項に規定する申請が当センター以外の者が確認審査した場合においては、同項の手

数料に当該建築物１件につき、５，０００円の手数料を加える。 

 （第５条において同じ） 

 

（建築物等に関する完了検査の手数料） 

第５条  業務規程第２６条の規定による完了検査の手数料は、申請１件につき、当該申

請に係る建築物等の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計に応じ、次の表

に定める額の手数料とする。 

 

 

 

 

 

 



 床 面 積 の 合 計   金  額  

 ３０平方メートル以内のもの 

 

特例有   １３ ,０００円

特例無    ２０ ,０００円

 ３０平方メートルを超え､１００平方メートル以内のもの  特例有   １６ ,０００円

特例無    ２２ ,０００円

 １００平方メートルを超え､２００平方メートル以内のもの  特例有    ２１ ,０００円

特例無    ２６ ,０００円

 ２００平方メートルを超え､５００平方メートル以内のもの    ４４ ,０００円

 ５００平方メートルを超え､１，０００平方メートル以内のもの  ７２,０００円

 １，０００平方メートルを超え､２，０００平方メートル以内のもの  １００ ,０００円

 ２，０００平方メートルを超え､１０，０００平方メートル以内のもの  ２４０ ,０００円

１０，０００平方メートルを超え､５０，０００平方メートル以内のもの ３８０，０００円

 ５０，０００平方メートルを超えるもの  ７６０ ,０００円

 

２  前項の表の床面積の合計は、建築物等を建築した場合（移転した場合を除く。）に

あっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物等を移転し、又はその

大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては、当該移転又は修繕又は

模様替えに係る部分の床面積の２分の１について算定する。 

３  第１項に規定する申請に係る計画に、法第８７条の２の昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては、同項の手数料に当該昇降機１基につき、２６,０００円の手数料を

加える。 

 

（建築設備及び工作物に関する完了検査の手数料） 

第６条  業務規程第６条に規定する法第８７条の２において準用する法第７条の２第１

項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の手数料は、申請１件につき、２６,００

０円の手数料とする。 

２  業務規程第６条に規定する法第８８条第１項又は第２項において準用する法第７条

の２第１項の規定に基づく工作物に関する完了検査の手数料は、申請１件につき、１

８,０００円の手数料とする。 

 

（災害に伴う手数料の減額） 

第７条  住宅（自己の居住の用に供するものに限る。以下同じ）の建築主が災害救助法第

２条に規定する被救助者に該当し、住宅の被害が「倒壊又は大規模半壊」の被災（り災）

証明書が提出されたときは、確認手数料等を、別に定める範囲内で減額することができる。

ただし、当該建築する住宅が、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもので、

その兼ねる部分が延べ床面積の２分の１を超える場合は、この限りでない。 

２  前項の規定により、確認申請手数料等の減額を受けようとする者は、確認申請に際し、

建築基準法施行規則により必要とされる書類に前項に該当する書類を添えなければならな

い。 

 

 



 

（複数申請に伴う手数料の減額） 

第８条  同一の建築物について、確認申請及び完了検査申請と、住宅性能評価（住宅の

品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条の住宅性能 評価を

いう。）若しくは住宅瑕疵担保責任保険（財団法人住宅保証機構のまもりすまい保険

をいう。）を併せてする申請については、確認検査又は住宅性能評価若しくは住宅瑕

疵担保責任保険業務が計画的かつ効率的に実施できるため、実費を勘案して第５条に

定める手数料の額から、１．０００円を減額することができる。 

 

（委任） 

第９条  この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が

別に定める。 

 

附 則 

 １ この規程は、平成１７年 ９月 １日から施行する 

 ２  この規程の施行日前に、平成１２年４月１日又は平成１４年４月１日施行のセンタ

ー建築確認及び完了検査等手数料規程に基づき、建築主、設置者又は築造主並びにセ

ンターが行った手数料に関する諸手続きは、この規程に基づき行った諸手続きとみな

す。 

附 則 

  この規程は、平成１９年 ６月２０日から施行する 

附 則 

この規程は、平成２０年 ４月 １日から施行する 

附 則 

この規程は、平成２０年 ７月 １日から施行する 

附 則 

この規程は、平成２２年 ４月 １日から施行する 

附則 

この規程は、一般財団法人の設立の登記の日、（平成２３年 ４月 １日）から施行す

る。 

 

別 表 

  １ 確認検査業務規定第９条（２）ロ、ニによる構造計算適合性判定が含まれる場合は

第 2 条第１項及び第２項に規定する確認申請に係る計画の手数料に次の額を加えるも

のとする。 

床  面  積  の  合  計 金   額 

１，０００平方メートル以内のもの  １５８，０００円

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以内のもの  ２１２，０００円

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以内のもの  ２５３，０００円

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以内のもの  ３４４，０００円



５０，０００平方メートルを超えるもの  ６４３，０００円

 

 ２ 確認検査業務規定第９条（２）ハによる構造計算適合性判定が含まれる場合は第 2

条第１項及び第２項に規定する確認申請に係る計画の手数料に次の額を加えるものと

する。 

 

床  面  積  の 合  計 金   額 

１，０００平方メートル以内  １１６，０００円

１，０００平方メートルを超え、２，０００平方メートル以内のもの  １４１，０００円

２，０００平方メートルを超え、１０，０００平方メートル以内のもの  １６１，０００円

１０，０００平方メートルを超え、５０，０００平方メートル以内のもの  ２０８，０００円

５０，０００平方メートル超えるもの  ３５３，０００円

 


